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吉野川市循環型社会形成推進地域計画 

 

１．地域の循環型社会形成を推進するための基本的な事項 
 

（１）対象地域 

構成市町村名：吉野川市 

・旧 3町 1村（ 鴨島町、川島町、山川町、美郷村） による新設合併 

（ 平成 16年 10 月 1 日） 

面  積：144.19km2 

人  口：41,139 人（平成 31 年 3 月 31 日） 

指 定 地 域：過疎地域、山村地域 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 1-1 対象地域 
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（２）計画期間 

本計画は、令和 2 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日までの 6 年間を計画期間とする。

なお、目標の達成状況や社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要な場合には計画を見直すも

のとする。 

 

（３）基本的な方向 

吉野川市（以下、「本市」という。）は、平成 16年 10 月に鴨島町・川島町・山川町・美

郷村の 3 町 1 村が合併して誕生した。徳島県の北部、吉野川の中流域南岸に位置し、同

川を挟んで北は阿波市、東から南は名西郡、西は美馬市に隣接している。また、144.19k

㎡の面積を有し、約 90%は山地・丘陵地となっている。 

市域南部は四国山地の北部にあたる山地で、高越山をはじめとする急峻な山々が連な

っており、これらの山々を水源とする飯尾川・桒村川・学島川・川田川などが本市の北辺

を東流し、吉野川に合流している。 

現在、本市のごみ処理は、可燃ごみは事業系を含め一部事務組合（2 市 2 町で構成） 

による広域処理を、資源ごみは市単独の処理施設で処理をしているが、当該組合の施設

は、地元の自治会および各団体等との間で稼働期間を令和７年７月末までとする覚書が

交わされていることから、次期施設の整備が急務であった。また、本市では可燃ごみの処

理について既存施設の使用期限以外にも、高額な処理費用対策、及び災害ごみ対策など、

大きな課題を抱えていた。 

このような状況のもと、本市は今後のごみ処理のあり方について一般廃棄物処理基本

計画で検討を行いつつ、構成市町と次期施設に係る協議を進めていたが、協議は難航し、

令和 7年 7月末までに次期施設の整備は困難と判断し、本市は平成 30年 6月に市単独の

処理に移行することとした。 

ただし、この単独処理は、本市のごみ処理に空白時間を生じさせないための、新たな

広域処理への渦渡期における対応である。したがって、将来に向けての、国から広域化の

枠組みの再検討が求められるなかで、徳島県や周辺地域と連携し安定的かつ効率的な処

理を可能とする枠組みを目指す。 

なお、単独処理の間は施設が小規模となるが、バイオマス利活用によるエネルギー回

収の効率化や他のインフラとの連携によるごみ処理機能の集約化、高度な資源循環シス

テムの確立、防災拠点となる施設を目指すこととする。 

 

（４）ごみ処理の広域化・施設の集約化の検討状況 

ア 本市の状況（単独化に移行せざるを得ない理由） 

本市は、徳島県が平成 10 年に策定した「徳島県ごみ処理広域化計画」における東部 3
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ブロック（現在の一部事務組合の構成市町の枠組み）に位置づけられており、そのブロッ

ク区割りに則して処理を行ってきた。 

  しかしながら、現在のごみ処理経費が市の財政を圧迫している状況、一部事務組合にお

ける次期施設整備の調整難航による使用期限遵守が困難であった状況、また、確実な新施

設への移行等を鑑み、以下の内容に基づき、本市による単独処理で事業を進めていくと結

論づけた。 

 

①単独処理と広域処理との比較 

広域化・集約化を推進する最も大きな理由のひとつは、廃棄物処理システム全体でのエ

ネルギー消費量の低減及び温室効果ガス排出量の削減により、気候変動対策に資するこ

とである。 

そのため、環境的側面において既設（ガス化改質）と、本市のみで処理を実施する「単

独処理」は全国で採用実績の多い焼却方式の場合とし、「広域処理」については現在一部

事務組合が予定している処理方式（以下「燃料化方式」という。）を想定し、それぞれ比

較検討を行った。 

はじめに、本市が「単独処理」で整備した場合、現枠組み内に２つの施設を整備するこ

とになるが、既設と比較したとき二酸化炭素排出量として年間２５，０００ｔ程度の削減

（注 1）が見込まれる。また、仮に本市が「広域処理」を選択し、現枠組みで燃料化方式

を採用した場合は年間３０，０００ｔ程度の削減（注 1）となり、さらなる削減が見込ま

れることとなる。 

  しかしながら、「持続可能な適正処理」に視点をおいたとき、記録的豪雨が頻発する今

日、大規模水害の危険性も高まっており、災害時のごみ処理、不測の事態への対応等にお

いては、近隣の一般廃棄物処理体制から勘案すると大きな課題（リスク）が残るため、本

市は以下に記載する課題等も踏まえ、処理方式の選定も含めて市単独で事業を進めるこ

とが最良だと判断した。 

注 1：他都市ごみ処理基礎調査報告書、及び「エネルギ－回収型廃棄物処理施設整備マニ

ュアル」などから試算したものであり、ごみ量、燃料などは推定値であることから

あくまで参考値とする。 

 

②災害対策の強化 

一部事務組合の構成市町のうち本市のみが吉野川南岸に位置しているため、南海トラ

フ地震の発生や大規模台風等の豪雨災害により吉野川が氾濫すると、本市の地理的特性

から交通の途絶（注 2）が生じ、ごみ処理が円滑に機能しなくなると予想される。 

また、さらに広い地域について吉野川南岸に着目したとき、現在計画中の徳島市を中心

とする広域処理による施設が最も近い施設となるため、この南岸エリアでは通常ごみも

含めた処理はかなり困難な状況になると予想される。 



 

4 
 

また、「徳島県広域避難ガイドライン」（令和元年 6月）では、本市を含めた 4市町村が

南海トラフ地震による津波で被災した徳島市民 24,500 人の避難先となることが示されて

いるが、この避難先 4市町村のごみ処理は、民間委託か広域処理施設により行うことで、

ごみ処理施設を保有することがなくなるため、避難所で発生するごみ処理について課題

が残る。 

このような状況から、吉野川南岸に位置し、かつ、南海トラフ地震の液状化による影響

が少なく、中央構造線活断層から離れている本市にごみ処理施設を整備することは、災害

時によるごみ輸送経路断絶を回避することが可能であり、既設、及び将来を含めた県内の

処理施設と連携した南岸エリアにおける廃棄物処理施設の枠組みを構築することが可能

となる。それにより、国、県の指導のもと県内各団体からの受入施設の一つとなり、周辺

地域も含めた防災能力の向上にも繋がるため、防災拠点としての適性は高いと考えられ

る。 

注 2：廃棄物輸送路となる橋梁付近では液状化や浸水（3ｍから 5ｍ）が発生し、通行不

能となる恐れがある。 

 

③持続可能な適正処理の確保 

本市においては、市東部を『交流・文化ゾーン』、市西部を『健康・福祉・教育ゾーン』

として位置付け、周辺市町を含めた生活圏の拠点として位置づけた生活の基盤となる地

域である。この地域は、吉野川に合流する飯尾川・桒村川・学島川・川田川等の河川によ

り良好な水環境が存在する一方で、台風等による中小規模災害が頻発する地域でもある。

とりわけ、飯尾川流域は毎年のように河川の氾濫が起こり、災害ごみが発生している。 

  このような本市独自の災害時に発生する災害ごみの処理について、交通規制や関係市

町との調整による処理遅延の可能性、また、一部事務組合が予定している燃料化方式での

瞬間的に発生する多量ごみへの対応性の懸念等を勘案すると、災害時に臨機応変に対応

できる施設を本市に整備することは市民の安全安心を確保する上で有用である。 

  さらに、災害時の避難施設やエネルギー供給施設としての機能を持たせることにより、

市民が望むような、地域に貢献でき、安心して住めるまちづくりに資する施設になると判

断した。 

 

④迅速で効率的な事業の推進 

本市は、迅速で効率的なごみ処理事業を目指しており、新たな施策の反映とともに、よ

り効率的なごみ処理財政の確立が必要となる。そこには、行政、議会、市民等との合意形

成が極めて重要となるため、市単独で行うことにより円滑な事業推進が可能である判断

した。 

  

 



5 
 

⑤財政的な課題の解決 

本市のごみ処理経費は、類似市町村と比較して高額で財政を圧迫している現状がある

うえに、一部事務組合における次期施設の建設地は本市以外が予定されており、そのため

に運搬距離が増えることでさらなる費用増が予想されていた。 

このような状況から財政の見直しを求められていたが、組合分担金や施設が所在する

自治体への地元対策費など、構成市町間での取り決めに起因する部分があるため、本市が

独断で財政を見直すことは困難である。 

以上から、財政的な課題を解決するためには、詳細な検証と対策が必要であり、それら

を円滑に実行するためには市単独で進めることが必要だと判断した。 

 

イ 広域化・集約化に関する方向性 

国では、平成 31 年 3 月 29 日に「持続可能な適正処理の確保に向けたごみ処理の広域

化及びごみ処理施設の集約化について」（環循適発第 1903293 号 平成 31 年 3 月 29 日）

を公表し、広域化・集約化の主な方法として、従来の組合設立によるものの他に、施設停

止時の受け入れによる相互支援、下水処理施設等の他のインフラとの連携による機能の

集約化、民間活用等を挙げている。 

また、都道府県に対し、令和 3年度末までに「広域化・集約化計画」の策定を求めてお

り、本市では、今後策定されるであろう「徳島県広域化・集約化計画（仮）」との整合を

図りつつ、新たな広域化・集約化について、ごみ処理と下水処理及び農業集落排水との連

携施設の整備を検討するとともに、将来的には超広域化等にも参画すべく、徳島県や周辺

自治体と密に連携していく。 

 

 

（５）プラスチック資源の分別収集及び再商品化に係る実施内容 

プラスチック資源の分別収集については、検討を実施したが、多額の費用増加が見込ま

れるため、これまでどおりの分別を実施し、焼却することとしている。今後コストや環境

影響等の情報収集を行い、当該結果を踏まえながら分別収集の再検討及び再商品化の実

施方法や実施時期について検討を行う。 
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２．循環型社会形成推進のための現状と目標 
 

（１）一般廃棄物等の処理の現状 

平成 30 年度の一般廃棄物の排出、処理状況は、図 2-1 のとおりである。 

なお、中間処理量のうち、焼却量は 12,281ｔである。焼却に伴う余熱は発電に利用して

いる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※四捨五入により割合の合計が合わない場合があります。 

図 2-1 一般廃棄物の処理状況フロー（平成 30年度） 
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（２）生活排水の処理の現状 

 平成 30 年度の生活排水の処理状況及びし尿・汚泥等の排出量は図 2-2 のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※汚水処理人口：汚水処理施設に接続されている人口 

※四捨五入により割合の合計が合わない場合があります。 

 

図 2-2 生活排水の処理状況フロー（平成 30 年度） 

  

20,783 人

50.5 ％
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6,318 人 7,965 kl/年
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41,139 人

100 ％
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公共下水道
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単独処理浄化槽
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浄化槽汚泥発生量
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（３）一般廃棄物等の処理の目標 

本計画期間中には、廃棄物の減量化を含め循環型社会の実現を目指し、表 2-1 及び図 2-3

のとおり目標について定め、それぞれの施策に取り組んでいくものとする。 

 

表 2-1 減量化、再生利用に関する現状と目標 

事業系 総排出量 4,298 トン 3,789 トン (-11.8%)

１事業所当たりの排出量
*2 2.7 トン/事業所 2.4 トン/事業所 (-11.1%)

生活系 総排出量 10,149 トン 8,901 トン (-12.3%)

１人当たりの排出量
*3 202.2 ㎏/人 183.0 ㎏/人 (-9.5%)

合計 事業系生活系総排出量合計 14,447 トン 12,690 トン (-12.2%)

直接資源化量（トン） 1,303 トン 9.0% 1,398 トン (11.0%)

総資源化量（トン） 2,897 トン 20.1% 3,479 トン (27.4%)

埋立最終処分量（トン） 222 トン 1.5% 146 トン (1.2%)

※１ 排出量は現状に対する増減割合、直接資源化量・埋立最終処分量は排出量に対する割合、総資源化量は

排出量＋集団回収量に対する割合

※２ （１事業所当たりの排出量）＝{（事業系ごみの総排出量）－（事業系ごみの資源ごみ量）}/（事業所数）

※３ （１人当たりの排出量）＝{（生活系ごみの総排出量）－（生活系ごみの資源ごみ量）}/（人口）

－

- －

指標
現状（割合

*1
） 目標（割合

*1
）

（平成30年度） 令和8年度

排出量

最終処分量

再生利用量

エネルギー
回収量

エネルギー回収量（年間の発電電力量及び熱
利用量）

-

  
≪指標の定義≫ 

排 出 量：事業系ごみ、生活系ごみを問わず、出されたごみの量（集団回収されたごみを除く。）［単位：

トン］ 

再生利用量：集団回収量、直接資源化量、中間処理後の再生利用量の和［単位：トン］ 

エネルギー回収量：エネルギー回収施設において発電された年間の発電電力量［単位：MWh］及び熱利用量

［単位：GJ］ 

減 量 化 量：中間処理量と処理後の残さ量の差［単位：トン］ 

最終処分量：埋立処分された量［単位：トン］ 
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0t 3,479t

中間処理後

再生利用量

1,398t 2,081t

11.0% 16.4%

2,081t 中間処理後

16.4% 最終処分量

0t

12,690t 12,690t 11,146t

100% 87.8%

9,065t

71.4%

直接

最終処分量

0t 146t 146t

1.2% 1.2%

減量化量

自家処理量 最終処分量

集団回収量 総資源化量

直接資源化量

処理残渣量

総排出量 計画処理量 中間処理量

 
 

図 2-3 目標達成時の一般廃棄物の処理状況フロー（令和８年度） 



10 
 

（４）生活排水の処理の目標 

 生活排水処理については、表 2-2 及び図 2-4 のとおり目標について定め、合併処理浄化

槽の整備等を進めていくものとする。 

 

表 2-2 生活排水処理に関する現状と目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状
（平成30年度）

目標
（令和8年度）

公共下水道 20,783　人　（50.5%） 19,396　人　（54.3%）

農業集落排水施設等 2,226　人    （5.4%） 1,930　人　  （5.4%）

合併処理浄化槽等 6,318　人　（15.4%） 6,953　人　（19.5%）

未処理人口 11,812　人　（28.7%） 7,467　人　（20.9%）

合計 　   41,139　人 　   35,746　人

汲み取りし尿量 1,490　kl/年   450　kl/年

浄化槽汚泥量 7,965　kl/年 7,579　kl/年

合計 9,455　kl/年 8,029　kl/年

※四捨五入により割合の合計が合わない場合があります。

処
理
形
態
別
人
口

し
尿
・
汚
泥
の
量
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※四捨五入により割合の合計が合わない場合があります。 

図 2-4 目標年度（令和８年度）の生活排水の処理状況フロー 

  

4.0　％

7,467　人

20.9　％

非水洗化人口 し尿発生量

1,441　人 450　kl/年

35,746　人

100　％
単独処理浄化槽

6,026　人

16.9　％

未処理人口

79.1　％ 5.4　％

合併処理浄化槽等 浄化槽汚泥発生量

総人口
6,953　人 7,579　kl/年

19.5　％

公共下水道

19,396　人

54.3　％

汚水衛生処理人口 集落排水施設等

28,279　人 1,930　人
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３．施策の内容 

（１）発生抑制、再利用の推進 

ア 有料化の検討 

  本市では、合併前の旧町村時代である平成 10年頃からごみ減量化対策に取り組

み、その対策は合併後にも引き継がれ、現在は新たな対策も加えてごみ減量化や資源

化に取り組んでいる。 

具体的には資源化対策として、平成 18年度から雑がみの分別収集、また、平成 20

年度と平成 22年度には「資源ごみモデル集積所」の設置をそれぞれ 2地区で開始

し、現在は９地区まで増設して資源化に取り組んでいる。 

さらに、生ごみ対策として、平成 21 年度から従前より実施している電気式生ごみ

処理機購入の補助に加えて、段ボールコンポスト基材の無料配布やコンポスター購入

に係る補助を開始し発生抑制に努めてきた。 

加えて、家庭系のもやせるごみ、資源ごみ、及びもやせないごみについては、有料

指定袋制を導入し、間接的に有料化を実施している。そして、もやせるごみについて

は、同ごみ処理に係る処理費が高額であることから、指定袋料金を平成 30年 1月 1

日に値上げし、削減効果と併せて、その費用の一部を市民に負担してもらう意識付け

を行った。 

一方、事業系ごみは許可業者による収集・運搬が行われ、同業者から設定された処

理手数料が支払われているが、処理費用の全額をまかなえているものではないため、

市単独処理への移行に伴い、処理費のさらなる負担、及び発生を抑制するための料金

設定も含め対策を検討する。 

このように、本市ではさまざまな減量化・資源化施策を継続して実施しており、こ

れら施策によるごみに対する市民意識の向上に伴い、実施当初はもやせるごみの減量

に一定の効果が見られた。しかし、次第にその意識が薄れていくこともあり、その後

は微増傾向が続いているため、先進地の事例も調査し、指定袋料金及び事業系ごみの

処理手数料などの値上げ効果の検証、その他、新たな対策や市民への発信など効果的

な施策の実施を検討する。 

 

イ 資源回収の促進 

・雑古紙類（雑がみ）の分別推進 

家庭及び事業所から排出される雑古紙類（雑がみ）については、分別促進を図る 

ことでリサイクル推進を図る。 

・蛍光管・乾電池回収容器の設置 

蛍光管・乾電池回収容器を設置することで、資源ごみの積極的な回収と分別意識 

の向上を図る。 

・店頭回収の推進 
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白色トレイ、牛乳パック、紙パック等について、量販店の店頭回収ボックスの利

用を奨励し、事業者独自の再資源化ルートによるリサイクルの推進を図る。また、

店頭回収の利便性の向上を図るとともに、ごみの減量化と資源の有効利用に協力し

ている店舗について紹介を行う。 

 

ウ 生ごみ対策の検討 

・コンポスト化による自家処理の推進 

  家庭から排出される生ごみ処理の推進ため、電動式生ごみ処理機、コンポスター 

及び段ボールコンポスターについて普及啓発を図る。また、電動式生ごみ処理機

及びコンポスターについては購入補助、段ボールコンポスター基材については無

料配布を継続する。 

・「生ごみゼロ宣言」への呼びかけ 

家庭での「生ごみ」対策を奨励し、推進するために「生ごみゼロ宣言」を市内 

全体へ呼びかける。 

・水切りの徹底 

広報等を通じて、含水率の高いごみについての水切りの徹底を啓発し『夏の生 

ごみ水切り大作戦（水切り器具モニター）』を推進した。 

・食品ロスの削減 

「全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会」への参加や、「おいしい徳 

島！食べきり県民運動」との連携、市民・事業者への啓発などにより、食品ロス

の削減に取り組む。 

 

エ マイバッグ持参運動の推進 

 レジ袋の削減を図るため、買い物の際のマイバッグ持参率を 60%にすることを目 

指し、とくしま環境県民会議・徳島県・かもじま駅前まちづくり会議・その他の団

体及び協力店舗とともに、「マイバッグ持参、レジ袋削減運動」を推進する。 

 

オ 環境教育、普及啓発 

  「ごみ減量化」についての教育及び広報・啓発活動による周知拡大を図るために、 

本市の広報やホームページを活用し、ごみの減量化や資源化に対する啓発を図る。

加えて小学生や PTA 等を主な対象とし、ごみの排出抑制に対する意識向上を図る出

前講座を行い、情報提供及び環境教育を進める。 

 

カ 事業者の自主的な減量の促進 

 事業者自らの減量化計画策定の指導や、過剰包装の抑制、リターナブル容器の導 

入等、消費者側からのごみの発生となり得る要因の除去に努めるよう指導・要請を
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行い、事業系ごみの発生抑制及び再生利用の促進を図る。 

また、事業者が実践しているごみ減量やリサイクルへの取り組みの調査や実践事 

例の情報提供方法等について検討する。 

 

キ ごみの分別指導の情報提供と徹底 

  ・「スマートフォンアプリ」の活用 

もやせるごみ等に混入している資源ごみを、本来の区分である資源ごみとして 

排出してもらうことを目的に、ごみ分別促進アプリを導入した。 

アプリには、ごみ収集カレンダー、ごみ分別ガイドブックの内容を入れ、台風 

等災害時の収集中止等のアナウンス手段としても用いる。 

 

ク グリーン購入の促進 

  市民や事業者に対し、グリーン購入及び使用に関する情報提供や啓発を行うこと 

で、グリーン購入法の推進を図る。 

 

  ケ 粗大ごみの排出抑制 

 市民活動（フリーマーケット）に対し支援を行い、家庭にある不用品の交換ま 

たは再利用を推進することで排出抑制を図る。 

 

コ 生活排水対策 

家庭から発生する汚水の汚泥負荷量の低減のため、以下の啓発活動の強化を図る。 
・三角コーナー、拭取紙、ストレーナー、コンポスター等の排出抑制用品の普及 
・市役所及び各支所における拠点回収への協力の推進 
・米のとぎ汁、残り湯の有効利用の推進 
・浄化槽への異物混入の防止、保守点検、清掃及び検査の推進 

 

（２）処理体制 

ア 生活ごみの処理体制の現状と今後 

ごみの分別区分及び処理方法については、表 3-1 に示すとおりである。 

なお、本市は、令和 7年 7月に一部事務組合のごみ処理施設稼働終了に合わせ単

独処理に移行するため、令和 7年度以降は本市の整備する新たなごみ処理施設にて

処理を行う。 
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イ 事業系ごみの処理体制の現状と今後 
現在、事業系ごみは、一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼することによりごみ処理施

設に搬入されている。 
今後は、事業者に対する減量化計画の策定指導、事業所への立ち入り検査等の排出抑

制対策を講じることで、事業系ごみの削減、発生抑制・資源化への誘導を図っていく。 
 

ウ 収集・運搬計画 

①収集・運搬実施体制 

生活系ごみは、分別区分に従ってごみ集積所等指定の場所に搬出されたごみを市が 

収集する。 

事業系ごみは、許可業者が搬入するものとする。 

②収集・運搬方法 

収集・運搬方法については、令和 7年度までは新たな収集・運搬体制の検討を行いつ 

つ現在の体制を維持し、令和 7年度以降は新たな収集・運搬体制の具体化及び対応を行 

う。 

 

エ 生活排水処理の現状と今後 

 生活排水の処理については、引き続き、下水道や農業集落排水処理施設が整備されて

いない地域等で合併処理浄化槽の整備を進めていくとともに、し尿及び浄化槽汚泥に

ついては、適正処理を継続していく。 

 

   

 
 

  



 

16 
 

  

表
3
-
1 

吉
野
川
市
の
生
活
系
ご
み
の
分
別
区
分
と
処
理
方
法
の
現
状
と
今
後
 

分
別

区
分

処
理

方
法

処
理

施
設

等
処

理
実

績
（
ﾄﾝ

）
分

別
区

分
処

理
方

法
処

理
施

設
等

処
理

見
込

み
（
ﾄﾝ

）
分

別
区

分

鴨
島

一
般

廃
棄

物
最

終
処

分
場

4
1

1
4
3

鴨
島

一
般

廃
棄

物
最

終
処

分
場

3
4

民
間

最
終

処
分

場
1
0
1

1
4
4

民
間

最
終

処
分

場
8
3

徳
島

東
部

処
分

場
2

徳
島

東
部

処
分

場
1

粗
大

ご
み

1
9
0

粗
大

ご
み

1
6
1

粗
大

ご
み

木
材

等
1
8
7

木
材

等
1
2
9

木
材

等

か
ん

・
金

属
2
5
5

か
ん

・
金

属
1
8
6

か
ん

・
金

属

び
ん

2
7
4

び
ん

2
9
5

び
ん

ペ
ッ

ト
ボ

ト
ル

9
3

ペ
ッ

ト
ボ

ト
ル

9
0

ペ
ッ

ト
ボ

ト
ル

布
団

・
毛

布
類

1
1
7

布
団

・
毛

布
類

7
3

布
団

・
毛

布
類

衣
類

6
1

衣
類

6
8

衣
類

新
聞

、
雑

誌
等

7
4
7

新
聞

、
雑

誌
等

9
6
9

新
聞

、
雑

誌
等

小
型

家
電

等
9
7

小
型

家
電

等
6
8

小
型

家
電

等

乾
電

池
0

乾
電

池
0

乾
電

池

蛍
光

灯
1

蛍
光

灯
1

蛍
光

灯

埋
立

も
や

せ
な

い
ご

み

も
や

せ
る

ご
み

現
状

（
3
0
年

度
）

今
後

（
令

和
7
年

度
）

エ
ネ

ル
ギ

ー
回

収
型

廃
棄

物
処

理
施

設
焼

却
未

定
6
,7

4
9

も
や

せ
る

ご
み

7
,9

8
3

も
や

せ
る

ご
み

中
央

広
域

環
境

セ
ン

タ
ー

（
ご

み
溶

融
施

設
）

も
や

せ
な

い
ご

み
埋

立
も

や
せ

な
い

ご
み

リ サ イ ク ル

( 選 別 ・ 圧 縮 、 保 管 ）

吉
野

川
市

リ
サ

イ
ク

ル
セ

ン
タ

ー

リ サ イ ク ル

( 選 別 ・ 圧 縮 、 保 管 ）

吉
野

川
市

リ
サ

イ
ク

ル
セ

ン
タ

ー

市
役

所
・
支

所
で

一
時

保
管

市
役

所
・
支

所
で

一
時

保
管



17 
 

（３）処理施設等の整備 

平成 30 年 12 月に策定した「一般廃棄物処理基本計画」に基づき、施設整備・維持管

理を行っていく。 

ア．廃棄物処理施設 
上記（２）の分別区分及び処理体制で処理を行うため、表 3-2 のとおり必要な施設

整備を行う。 
表 3-2 整備する処理施設 

事業番号 整備施設種類 事業名 処理能力 設置予定地 事業期間 国土強靱化 

１ 
ごみ焼却施設 

吉野川市環境センター 

吉野川市エネルギー回収型

廃棄物処理施設整備事業 
42t/日  

吉野川市鴨

島町山路  
R4～R7  - 

（整備理由） 
事業番号 1 エネルギーの高効率回収・有効活用 、災害への対策 

イ．合併処理浄化槽の整備 
合併処理浄化槽の整備については、表 3-3 のとおり行う。 

表 3-3 合併処理浄化槽の整備計画 

 

（４）施設整備に関する計画支援事業 

（３）アの施設整備に先立ち、表 3-4 のとおり計画支援事業を行う。 

表 3-4 実施する計画支援事業 

事業 

直近の整備済 

基数（基） 

（平成 30 年度） 

整備計画 

基数 

（基） 

整備計画 

人口 

（人） 

事業期間 国土強靱化 

浄化槽設置整備事業 1,740 151 893 R2～R7 
吉野川市国土強靱

化地域計画 

事業番号 事業名 事業内容 事業期間 

１ 

吉野川市エネルギー回収型廃棄物処理施設整

備事業に係る生活環境影響調査等調査事業 

生活環境影響調査・地質調査・測量調査 R2～R3 

吉野川市エネルギー回収型廃棄物処理施設整

備事業に係る計画作成事業 

施設基本構想・計画 R2 

吉野川市エネルギー回収型廃棄物処理施設整

備事業に係る造成設計等調査事業 

造成設計 R2～R3 

吉野川市エネルギー回収型廃棄物処理施設整

備事業に係る事業者選定等事業 

新施設設計・施工事業者選定支援 R2～R4 
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（５）その他の施策 

ア ＣＯ２ 削減対策 

整備する施設については、エネルギー回収や二酸化炭素削減対策について検討

を行うとともに、可能な限り省エネルギーに優れた施設とするため、以下の内容

について具体的に検討する。 

・バイオマス施設の整備（コンバインド等） 

・小規模でも可能な発電設備の整備（バイナリ－発電設備等） 

・収集車両の電気自動車化の導入（バイナリ－発電、蓄電池の整備を併せた検

討） 

・現在の分別区分の見直しや民間活力などから、削減可能な方法 

 

イ 持続可能な適正処理の確保 

・既設最終処分場の運営、過去の焼却施設の運営を直営で実施していたなどのノ

ウハウを活かし、市独自で人材の確保や技術の継承を図る。 

・地元雇用、市内在住者を基本に、民間委託も含め技術の継承と廃棄物処理の効

率化を図る。 

 

 ウ 不法投棄対策  

  ・不法投棄防止のためのパトロールや警告看板の設置等を行う。  

  ・市民・行政が一体となった監視体制により、不法投棄の早期発見、

未然防止を図る。  

 

  エ 災害時の廃棄物処理に関する事項  

   ・災害廃棄物処理計画を踏まえ、災害時に発生する廃棄物の広域的 

処理体制の確保を図るため、徳島県や近隣市等周辺地域との連携体

制を構築・強化する。  

 

オ 災害対策の強化 

・強靱化対策を施し、災害時にも対応できる施設とする。 

・国土交通省のシュミレ－ションから、吉野川をはさんで広範囲に被害が起こる 

ことが予想されている。当該予想図をもとに、吉野川両岸に位置する自治体が

もつ廃棄物処理施設に着目したとき、現在の枠組みでは、南岸には徳島市が計

画している施設しか存在しなくなることが予想される。このことから、吉野川

市はもとより、吉野川の南岸を対象地域とする県中西部の「防災拠点」として

の位置づけを検討する。 

・防災拠点としての機能としてごみ発電や平時の蓄電による電力供給、ボイラー 
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発電機またはガスエンジン発電機の排気ガスや冷却水の廃熱から、蒸気や温水 

を利用した熱供給（温水を含む）が可能となるよう検討を行う。また、電力及 

び熱の場内または場外における効率的な利用も併せて検討する。 

 

カ 地域への新たな価値の創出、他のインフラとの連携 

・廃棄物処理施設という位置づけのみならず、周辺地域の特性を洗い出し、市民

はもとより、市外の人にも利用できる施設を目指していく。 

・市内で発生する下水汚泥の処理など、既存の広域の枠組みでは対応が困難であ

った事項も積極的に検討対象とする。 
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４．計画のフォローアップと事後評価 
 

（１）計画のフォローアップ 

本市では、毎年、計画の進捗状況を把握し、その結果を公表するとともに、必要に応

じて徳島県及び四国地方環境事務所と意見を交換しつつ、計画の進捗状況に応じて、計

画処理量等の見直しを行う。 
 

（２）事後評価及び計画の見直し 

期間終了後、施策の取り組みの結果をとりまとめ、速やかに計画の事後評価及び目標

達成状況の評価を行う。 
また、評価の結果を公表するとともに、評価結果を次期計画策定に反映させるととも

に、計画の進捗状況や社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要に応じて計画の見直しを行

う。 
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３　一般廃棄物処理施設の現況と更新、廃止、新設の予定

（１）現有施設リスト

施設種別 施設名 事業主体
形式及び
処理方式

処理能力
（単位）

竣工年月
廃止又は休止
（予定）年月

解体（予定）
年月

備　　考

事務所・車庫
吉野川市運転管
理センター

吉野川市 平成25年12月

最終処分場
鴨島一般廃棄物
最終処分場

吉野川市
埋立処理(ｾﾙ&ｻ
ﾝﾄﾞｲｯﾁ方式

35,000 平成15年3月

リサイクルセンター
吉野川市リサイク
ルセンター

吉野川市 選別・保管 7.83t/5h 平成26年9月

リサイクルセンター
山川不燃物処理
場

吉野川市 分別処理 昭和55年3月

（２）更新（改良）・新施設リスト

施設種別 施設名 事業主体
形式及び
処理方式

処理能力
（単位）

竣工予定年月
更新（改良）・
新設理由

廃焼却施設解体の有無
（解体施設の名称）

廃焼却施設解体事業
着手（予定）年月
完了（予定）年月

想定される浸水深と対策 備　　考

ごみ焼却施設
吉野川市環境セ
ンター

吉野川市
准連続方式ス
トーカ炉

42t/日 令和7年8月
現施設の使用期限満
了につき新設

浸水想定区域外ではあるが、当施
設で廃棄物処理ができない場合
は、本市の締結する「災害時におけ
る廃棄物処理等の協力に関する協
定」に基づき処理を依頼する。

想定される浸水深と対策

外水氾濫5~10m
浸水想定区域内であるため、浸水前に運搬車両等を退避
させる。

浸水想定区域外ではあるが、当施設で廃棄物処理ができ
ない場合は、本市の締結する「災害時における廃棄物処理
等の協力に関する協定」に基づき処理を依頼する。

浸水想定区域外ではあるが、当施設で廃棄物処理ができ
ない場合は、本市の締結する「災害時における廃棄物処理
等の協力に関する協定」に基づき処理を依頼する。

外水氾濫5~10m
浸水想定区域内であるため、当施設で廃棄物処理ができな
い場合は、本市の締結する「災害時における廃棄物処理等
の協力に関する協定」に基づき処理を依頼する。



目標

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和８年度

総人口 42,182 41,592 41,139 40,470 39,912 39,247 集計中 35,746

公共下水道
21,066
50.0%

21,013
50.5%

20,783
50.5%

20,528
50.7%

20,508
51.4%

20,459 集計中
19,396
54.3%

集落排水施設等
2,265
5.4%

2,214
5.3%

2,226
5.4%

2,201
5.4%

2,165
5.4%

2,135 集計中
1,930
5.4%

合併処理浄化槽等
6,119
14.5%

6,211
14.9%

6,318
15.4%

6,407
15.8%

6,490
16.3%

6,544 集計中
6,953
19.5%

未処理人口 12,678 12,154 11,812 11,334 10,749 10,109 集計中 7,467

基数 処理人口 開始年度 基数 処理人口 目標年次

吉野川市 1,740 6,407 R2.4.1 151 893 令和８年度浄化槽設置整備事業

※ 計画地域内の施設の状況（現況、予定）を地図上に示したものを添付のこと。

汚水衛生処理人口
汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率

汚水衛生未処理人口

※ 参考として指標と人口等の要因に関するトレンドグラフを添付のこと。

５　浄化槽の整備の状況と更新、廃止、新設の予定

施 設 種 別 事 業 主 体
現 有 施 設 の 内 容 整 備 予 定 基 数 の 内 容

備 考

４　生活排水処理の現状と目標

指標・単位

過去の状況・現状

汚水衛生処理人口
汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率

汚水衛生処理人口
汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率
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参考資料様式2　施設概要（エネルギー回収施設系）

【参考資料様式２】

都道府県名　徳島県

（１）事業主体名 吉野川市

（２）施設名称
ごみ焼却施設
吉野川市環境センター

（３）工期 令和４年度　～　令和７年度

（４）施設規模 処理能力　42t/日（21t/日×2炉）

（５）形式及び処理方式 准連続燃焼方式ストーカ炉

（６）余熱利用の計画
１．発電の有無　無
２．熱回収の有無　有　（熱利用率10%：場内利用）

（７）地域計画内の役割 エネルギー回収等効率運用により循環型社会形成に寄与する。

（８）廃焼却施設解体工事の有無 有　　　　　　　　　　　　無

「ごみ燃料化施設」を整備する場合

（９）燃料の利用計画 無　

「メタンガス化施設」を整備する場合

（１０）バイオガス熱利用率 無　

（１１）バイオガスの利用計画 無　

（１２）総事業計画額
5,036,876千円
うち、交付対象事業費　4,142,431千円

施設概要（エネルギー回収施設系）



 

【参考資料様式７】 
施設概要（浄化槽系） 

 
都道府県名 徳 島 県  

 
(2) 事業主体名 吉野川市 

(2) 事業名称 浄化槽設置整備事業 

(3) 事業の実施目的及び内
容 

生活排水による公共用水域汚濁の防止をするため、本市浄化槽

設置整備事業補助金交付要綱に基づき事業を推進する。 

(4）事業期間 令和２年度 ～ 令和７年度 

(5) 事業対象地域の要件 

人口 面積 沖縄 離島 奄美 豪雪、山村 半島 過疎 その他 

・下水道法（昭和 33 年法律第 79 号）第 4条第 1項の事業計画
に定める区域及び農業集落排水事業実施要綱（昭和 58 年 4 月 4
費付 58 構改 D第 271 号）第 6の 3の規定により採択された区域
を除いた全市とする。 

 

(6) 事業計画額 

交付対象事業費 ８８，６０２  千円 
うち  （以下の事業を実施する場合） 

・環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業に係る事業費 
         （R4より開始） ６３，８３２   千円 

 
 
○  事業計画額の内訳及び浄化槽の整備規模 
 【浄化槽設置整備事業の場合】 

区分 
交付対象基数 

（   人分） 
基準額合計 総事業費 

交付対象 

事業費 

5人槽 94基（ 470人分） 29,538 千円 29,538 千円 29,538 千円 

6～ 7人槽 49基（ 343人分） 18,630 千円 18,630 千円 18,630 千円 

8～10人槽 8基（  80人分） 3,834 千円 3,834 千円 3,834 千円 

宅内配管費 122基 36,600 千円 36,600 千円 36,600 千円 

合 計  151 基（893人分） 88,602 千円 88,602 千円 88,602 千円 

 



参考資料様式８　計画支援概要

【参考資料様式８】

都道府県名　徳島県

（１）　事業主体名 吉野川市

（２）　事業目的 吉野川市エネルギー回収型廃棄物処理施設整備のため

（３）　事業名称 吉野川市エネルギー回収型廃棄物処理施設に係る計画支援事業

（４）　事業期間 令和２年度　～　令和４年度

（５）　事業概要

①生活環境影響調査・地質調査・測量調査
②施設基本構想・計画
③造成設計
④新施設設計・施工業者選定支援

（6）　事業計画額
99,125千円
うち、交付対象事業費　99,125千円

計 画 支 援 概 要



 

別添資料① 対象地域図 
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鴨島一般廃棄物最終処分場 

吉野川リサイクルセンター 

エネルギー回収型廃棄物処理施設（予定地）



別添資料②－１　主な指標のトレンドグラフ（一般廃棄物の減量化・再利用の現状と予測）　
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別添資料③ 分別区分説明資料 

 

□ごみの分別区分 

分別区分 排出日 排出物 排出方法 

もやせるごみ 週 2回 台所の生ごみ、剪定枝、家具類、プラ

スチック類、ゴム製品、ビニール製品 

指定袋 

資源ごみ 週 1回 ふとん・毛布類  

月 1 回 ペットボトル 指定袋 

カン・金属類 指定袋 

びん類 指定袋 

月 2回または

月 1回 

新聞、雑誌・雑がみ、ダンボール 紙ひもで十

字にしばる 

月 1回 衣類 指定袋 

もやせないごみ 月 1回 埋立・危険なごみ、複合ごみ 指定袋 

粗大ごみ 月 1回 ソファ、机、テーブル、スプリングマ

ット、タンス、布団類、じゅうたん類

等 

 

 

□収集できないごみ 

区分 処理方法 

リサイクル家電品 6品目 購入店へ引き取り依頼等 

（家電リサイクル法） 

デスクトップパソコン、ノートブックパソコ

ン、パソコン用ディスプレイ 

パソコンメーカーへ回収申込 

（資源有効利用促進法(３Ｒ法)） 

建設廃材 買い替え時に引き取り、または販売

店・専門業者に依頼 有害物質及び危険物類の劇薬、農薬、油類・塗

料、ガスボンベ、消火器、バッテリー等 

自動車、オートバイ、タイヤ、倉庫、たたみ等 

耕運機・農機具、農業用ビニール等 

医療系廃棄物 医療機関等へ引き取りを依頼 

 

  



別添資料④ １／３

吉野川市運転管理センター

鴨島一般廃棄物最終処分場

吉野川市環境センター（予定）

山川不燃物処理場

吉野川市リサイクルセンター



別添資料④　２／３

山川不燃物処理場
吉野川市運転管理センター

鴨島一般廃棄物最終処分場

吉野川市環境センター（予定）

吉野川市リサイクルセンター



別添資料④　３／３

鴨島一般廃棄物最終処分場

吉野川市環境センター（予定）

吉野川市運転管理センター

山川不燃物処理場

吉野川市リサイクルセンター














